
 

 藤枝市木造住宅建替事業費補助金交付要綱  

 （趣旨）  

第１条  市長は、耐震性の高い市街地を形成するため、木造住宅建替事業を実施する

者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、

藤枝市補助金等交付規則（平成 17 年藤枝市規則第 2 号）及びこの要綱に定めるとこ

ろによる。  

 （定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。  

(1)  木造住宅建替事業  既存木造住宅除却事業及び住宅建設事業をいう。  

(2) 既存木造住宅除却事業（以下「除却事業」という。） 既存木造住宅の除却工事を

実施する事業をいう。  

(3) 住宅建設事業（以下「建設事業」という。） 除却事業を実施し、建設工事を実施

する事業をいう。  

(4) 住宅  一戸建ての住宅、長屋をいい、店舗等の用途を兼ねるもの（店舗等の用に

供する部分の床面積が延べ床面積の２分の１未満のもの）を含む。  

(5) 木造住宅  居住のために継続して利用している木造の住宅をいう｡ただし、国、地

方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。  

(6) 既存木造住宅  次に掲げるものをいう。  

ア  昭和５６年５月３１日以前に建築された木造住宅及び同日において工事中

であった木造住宅  

  イ  耐震診断の結果、上部構造評点が１．０未満の木造住宅  

(7) 除却工事  既存木造住宅の全てを除却する工事をいう。  

(8) 建設工事  引き続いて当該住宅の敷地（これに隣接する土地を含む。）又はその一

部に居住するために継続して利用する住宅を建設する工事をいう。  

(9) 子育て世帯  中学生以下の者が同居（妊娠していることが母子健康手帳等で確

認でき、出産後に同居する予定も含む。）する住宅  

(10) 三世代同居世帯  子ども世帯と親世帯が同居している世帯をいう。  

(11) 子ども世帯  子と孫が同居する世帯をいう。  

(12)  孫  子の１親等の直系卑属をいう。（妊娠していることが母子健康手帳等で確

認でき、出産後に同居する予定も含む。）  

(13)  親世帯  子の２親等内の直系尊属をいう。  

(14)  同居  同一住宅又は同一敷地内に居住することをいう。  

（補助の対象及び補助金の額）  

第３条  補助の対象及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、１戸当たりの

補助金の額に 1,000 円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。  



 

 （交付の申請）  

第４条  補助金の交付を受けようとする申請者（以下、「申請者」という｡）は補助金

交付申請書（第１号の１様式）及び事業計画書（第１号の２様式、第１号の３様式）

に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。  

 （交付の決定）  

第５条  市長は、補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交

付を決定したときは、補助金交付決定通知書（第２号様式）により通知する。  

 （交付の条件）  

第６条  交付の決定に際しては、次に掲げる事項を条件とする。  

(1) 補助事業の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ市長の承認を得なけ

ればならないこと。ただし、補助額の変更申請を行わない場合で、次に掲げる変

更は、その限りではない。  

    ア  補助対象経費の総額の 20 パーセント以内の変更  

イ  補助対象経費を構成する費目の額の変更で、変更に係るいずれの費目も、そ  

     の変更の額が 20 パーセント以内の変更  

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、あらかじめ市長の承認を得な

ければならないこと。  

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後に

おいても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図

らなければならないこと。  

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれら

の帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後、５年間保管しなければなら

ないこと。  

(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となっ

た場合は、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならないこと。  

（変更承認）  

第７条  申請者は、補助事業の変更承認を受けようとするときは、変更承認申請書（第

３号様式）に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。  

２  市長は、補助事業の変更承認申請があった場合は、内容を審査し、変更の承認を

するときは、変更の承認通知書（第４号様式）により通知するものとする。  

（補助事業の中止又は廃止）  

第８条  申請者は、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、廃止（中止）届

（第５号様式）を市長に提出しなければならない。  

 （実績報告）  

第９条  申請者は、補助事業が完了したときは、実績報告書（第６号様式）に別に定

める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。  



 

２  前項の書類は、当該補助事業の完了の日から起算して３０日を経過した日又は補

助金の交付決定があった日の属する年度の３月末日のいずれか早い日までに提出し

なければならない。  

 （補助金額の確定）  

第１０条  市長は、前条の報告を受けた場合においては、その報告書に係る補助事業

の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか

どうかを審査し、必要に応じ現地調査し、適合すると認めたときは、補助金交付確

定通知書（第７号様式）により通知するものとする。  

 （補助金の請求）  

第１１条  申請者は、前条の通知を受領した日から起算して１０日を経過した日まで

に請求書（第８号様式）を提出しなければならない。  

（消費税仕入控除税額に係る取扱い）  

第１２条  補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額に消費税法（昭和 63 年法

律第 108 号）及び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定により仕入れに係る

消費税額及び地方消費税額として控除できる部分がある場合には、それら控除でき

る部分の合計額に補助率（補助金所要額を補助対象経費で除して得た率をいう。）を

乗じて得た金額（以下「消費税仕入控除税額等」）という。）を補助金所要額から減

じて得た額を、補助金の交付申請額としなければならない。ただし、補助金の交付

申請の時点において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになってい

ない場合は、この限りではない。  

２  申請者は、第５条の規定による交付の決定した後に、消費税仕入控除税額等が  

明らかになった場合には、その金額（前項の規定により補助金の交付の申請時に

おいて、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合に

あっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額）を補助金の額から減額

して第７条の規定による変更承認申請書を提出し市長の承認を受けること。  

３  申請者は、第９条の規定による実績報告書を提出した後において、消費税及び地

方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額（前２

項の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の

金額）を消費税仕入控除税額等報告書（第９号様式）に次に掲げる書類を添えて、

速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返

還しなければならないこと。  

 (1) 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し  

 (2) アに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

 （補則）  

第１３条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

   附  則（平成 30 年 4 月 1 日藤枝市告示第 137 号）  



 

 （施行期日）  

１  この告示は、公示の日から施行し、平成３０年度分の補助金から適用する。  

 （有効期限）  

２  この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。  

附  則（平成 31 年 3 月 19 日告示第 57 号）  

この告示は、平成３１年４月１日から施行する。  

   附  則（令和 3 年 4 月 1 日告示第 120 号）  

 この告示は、公示の日から施行する。  

別表（第３条関係）  

補助の対象  
補助率（額）  

事業の区分  経費  

既存木造住宅

除却事業  

 

除却工事に要する経費  当該事業に要する経費の２３％と

３０万円とを比較していずれか少な

い額以内  

住宅建設事業  建設工事に要する経費  次の各号に掲げる区分に応じて当

該各号に定める額とする。  

(1)子育て世帯  当該事業に要する

経費の２３％と５０万円とを比

較して、いずれか少ない額以内と

する。  

 (2)三世代同居世帯  当該事業に要

する経費の２３％と５０万円と

を比較して、いずれか少ない額以

内とする。  

(3)前号以外の世帯  １敷地ごとに、

当該事業に要する経費の２３％

と１０万円とを比較して、いずれ

か少ない額以内とする。  

 


